
近
世
に
お
け
る
霊
跡
守
護
の
形
態

―
―
片
瀬
龍
口
寺
を
中
心
に
―
―

は
じ
め
に

近
世
社
会
に
お
け
る
仏
教
が
、
寺
請
制
度

・
檀
家
制
度
と
い
っ

た
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
宗
教
統
制
の
枠
組
み
の
中
で
発
展
し
て
き

た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
本
宗
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の

霊
跡
が
寺
院
と
し
て
独
立
し
、
権
威
を
持
ち
始
め
た
の
も
こ
の
時

代
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宗
祖
伊
豆
流
罪
の
聖
地
、
伊

東
で
は
、
現
在
の
仏
現
寺
で
あ
る
惣
堂
が
築
か
れ
、
各
門
流
に
所

属
す
る
輪
番
寺
院
八
箇
寺
に
よ
り
守
護
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
輪
番

形
態
は
近
世
初
頭
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
途
中
、
派
閥
に
よ

る
分
裂
も
生
じ
た
が
、
近
世
以
降
の
本
末
体
制
の
中
で
、
霊
跡
が

本
寺
並
の
権
威
を
持

つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
実
際
に
機
能
し

て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
宗
祖
龍
口
法
難
の
事
跡
を
伝
え
、
霊
跡
本
山
と
し

て
名
高
い
片
瀬
龍
口
寺
を
と
り
ま
く
輪
番
寺
院
の
動
向
を
見
る
こ

池

谷

真

敬

と
に
よ
り
、
近
世
に
お
け
る
霊
跡
守
護
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
じ

て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
草
創
期
の
龍
口
寺

龍
口
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
、
弘
安
年
間
に
六
老
僧
の
合
力
に

よ
り
な
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
延
元
二
年
に
中
老
僧
日
法
が

一

宇
を
建
立
し
た
も
の
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
起
源
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
が
、
実
際
に
寺
院
と
し
て
成
立
し
た
の
は
さ
ら
に
後
世
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
玄
妙
日
什
が
京
よ
り
会
津
へ
下
向
す
る
途
中
、

宗
祖
法
難
の
遺
跡
を
参
拝
し
た
時
の
記
録
で
あ
る

『
日
運
記
』
２び

記
載
に
よ
る
と
、
日
什
は
明
徳
二
年

（
一
二
九

一
）
九
月
に
当
地

を
訪
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
様
子
を

同
十
九
日
小
磯
ヲ
御
立
ア
ツ
テ
漸
ク
日
中
二
龍
ロ
ノ
大
道
バ

タ
ニ
古
ヨ
リ
大
聖
人
之
御
墓
卜
号
シ
テ
小
サ
キ
五
輪
立
申
セ

ル
所
ア
リ
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と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
明
徳
年
間
の
龍
口
寺
は
寺
院
と

は
ほ
ど
遠
い
遺
跡
の
よ
う
な
姿
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

さ
ら
に
埴
谷
妙
宣
寺
開
山
日
英
が
応
永
二
十
四
年

（
一
四

一
七
）

に
残
し
た

『
日
英
末
寺
等
支
配
注
文
』
ざ

は

「片
瀬
竜
口
院
井
旦

方
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
龍
口
寺
の
前
身
で
あ
り
、

ま
た
応
永
年
間
当
時
の
龍
ノ
ロ
周
辺
は
中
山
門
流
の
管
理
下
に
置

か
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
正
十
五
年

（
一
五
八
七
）
の

北
条
氏
直
印
判
状
に
は
龍
口
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
中
世
末

期
に
は
寺
院
と
し
て
独
立
し
た
体
裁
を
整
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

Ｚつ
。二

、
輪
番
寺
院
八
箇
寺
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
龍
口
寺
が
近
隣
の
輪
番
寺
院
八
箇
寺
に
よ

っ
て
守
護

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
世
初
頭

に
は
始
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
水
戸
藩
主
徳
川
光
囲
が
延

宝
二
年

（
一
六
七
四
）
五
月
に
、
金
沢

・
鎌
倉
方
面
の
史
跡

・
名

勝
を
歴
訪
し
た
際
の
記
録
で
あ
る

『
鎌
倉
日
記
』
に
は
、
龍
口
寺

は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

竜
口
寺

寂
光
山
卜
号
ス
。
腰
越
村
ノ
末

ニ
ア
リ
。
日
蓮
ノ
取
立
タ
ル

寺

ニ
テ
、
初

ヨ
リ
開
山
ナ
シ
。
祖
師
堂

二
首
ノ
座
ア
リ
。
石

ノ
籠
モ
ア
リ
。
日
蓮
難

二
遭
ヒ
シ
ハ
文
永
八
年
九
月
十
二
日

卜
云
り
。
七
坊
ア
リ
。
七
ケ
寺

ヨ
リ
輪
番

二
勤
之
。
七
坊
、

妙
伝
寺

・
比
企
谷
ノ
末
、
本
成
寺

・
身
延
ノ
末
、
本
立
寺

・

比
企
谷
ノ
末
、
本
蓮
寺

・
本
国
寺
ノ
末
、
法
玄
責

勧
行
寺

・

玉
沢
ノ
末
、
東
漸
寺

・
中
山
ノ
末
、
是
ナ
リ
。
外

二
常
立
寺

卜
云
ア
リ
。
悲
田
派
武
蔵

ノ
碑
文
谷
ノ
末
ナ
リ
。
近
ゴ

ロ
公

事
有
テ
、
今

ハ
輪
番

二
入
ラ
ズ
。
本
堂

二
日
蓮
ノ
木
像
ア
リ
。

番
神
堂

ハ
松
平
飛
騨
守
利
次
室
再
興
也
。

こ
の
よ
う
に
輪
番
寺
院
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
寺
名
ま
で
か

な
り
細
か
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
碑
文
谷
法
華

寺
の
末
寺
で
あ

っ
た
常
立
寺
が
輪
番
か
ら
外
れ
て
い
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
碑
文
谷
法
華
寺
は
寛
文
五
年

（
一
六
六
五
）
に
不
受

不
施
悲
田
派
を
提
唱
し
、
寛
文
の
惣
滅
以
降
も
弾
圧
を
免
れ
て
い

た
が
、
そ
の
折
衷
的
態
度
に
よ
り
受
派

・
不
受
派
両
者
よ
り
非
難

を
受
け
、
元
禄
四
年

（
一
六
九

一
）
に
は
幕
府
よ
り
禁
ぜ
ら
れ
改

宗
し
て
い
る
。
『
鎌
倉
日
記
』
が
書
か
れ
た
延
宝
二
年
当
時
は
常

立
寺
も
こ
れ
ら
の
情
勢
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
た
に
違

い
な
い
。
な
お
常
立
寺
は
本
寺
の
碑
文
谷
法
華
寺
を
失

っ
た
後
、

身
延
久
遠
寺
直
末
と
な
り
輪
番
寺
院
に
復
帰
し
て
い
る
。

こ
こ
で
龍
口
寺
輪
番
八
箇
寺
の
創
立
年
代

・
開
創
者

・
本
末
関

係
を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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寺
院
名

（場
所
）

本
龍
寺

（腰
越
）

勧
行
寺

（腰
越
）

本
蓮
寺

（片
瀬
）

妙
典
寺

（腰
越
）

法
源
寺

（腰
越
）

東
漸
寺

（腰
越
）

常
立
寺

（片
瀬
）

本
成
寺

（腰
越
）

創
立

乾
丞

九
年

（

嘉
一匹
九
年

（

嘉

匹

一年

（

延
慶
元
年

（

文
保
二
年

（

正
中
二
年

（

天
文
元
年

（

天
正
三
年

（

本
寺
名

比
企
谷
妙
本
寺

玉
沢
妙
法
華
寺

京
都
本
田
寺

比
企
谷
妙
本
寺

中
山
法
華
経
寺

中
山
法
華
経
寺

身
延
久
遠
寺

鎌
倉
本
覚
寺

よ
る
も
の
が
多

ほ
と
ん
ど
の
寺

れ
て
い
る
。
ま

箇
寺
、
日
昭
門

寺
院
の
開
創
年
代
な

い
と
思
わ
れ
、
明
確
に

院
が
祖
滅
五
十
年
以
内

た
門
流
的
に
見
れ
ば
日
朗 に す ら
門 建 る び
流 立 こ に
・ さ と 開
中 れ は 創
山 た 難 者

i 旱言旱 景 号五百8暑 8果 8号 8閣

流

・
六
条
門
流
が

一
箇
寺
、
身
延
門
流
は
他
の
門
流
に
遅
れ
て
進

出
し
た
よ
う
だ
が
二
箇
寺
を
有
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
八

箇
寺
は
す
べ
て
山
号
を
龍
口
山
と
い
い
、
門
流
を
越
え
た
連
帯
意

識
を
感
じ
さ
せ
る
。

二
、
鎌
倉
三
本
山
に
よ
る
輪
番
寺
院
の
監
視

こ
の
よ
う
に
龍
口
寺
は
輪
番
制
に
よ

っ
て
、
八
箇
寺
の
手
に
よ

り
守
護
さ
れ
な
が
ら
明
治
ま
で
の
命
脈
を

つ
な
い
で
い
た
と
思
わ

れ
た
が
、
実
は
輪
番
八
箇
寺
を
監
視
す
る
三
箇
寺
が
存
在
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
鎌
倉
三
本
山
と
い
わ
れ
た
比
企
谷
妙
本
寺

・
松

葉
谷
妙
法
寺

・
東
身
延
本
覚
寺
で
あ
る
。
妙
本
寺
は
い
う
ま
で
も

な
く
日
朗
門
流
の
拠
点
両
山
の

一
翼
で
あ
り
、
妙
法
寺
は
松
葉
谷

御
草
庵
の
地
と
伝
え
ら
れ
る
六
条
門
流
の
触
下
寺
院
で
あ
り
、
本

覚
寺
は

一
乗
坊
日
出
が
永
享
法
難
の
後
、
建
立
し
た
も
の
で
、
日

出
の
弟
子
行
学
院
日
朝
は
宗
祖
の
御
分
骨
を
当
寺
に
奉
安
し
、
故

に
東
身
延
と
称
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
三
箇
寺
は
い
ず
れ
も
鎌
倉
で
は

有
力
な
寺
院
で
あ
り
、
龍
口
寺
輪
番
八
箇
寺
に
対
し
、
こ
と
あ
る

ご
と
に
圧
力
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
に

『
片
瀬
龍
口
寺
惣
堂
番
八

ケ
寺

一
件
」
と
名
付
け
ら
れ
た
史
料
が
あ
る
。

右
八
ケ
寺
之
者
共
心
得
違

二
哉
自
立

一
本
寺
之
様

二
相
心
得

鎌
倉
支
配
三
ケ
寺

へ
対
し
不
届
キ
義
度
々
有
之
候

二
付
旧
記
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相
記
し
申
置
候
事本

行
院
四
十

一
世
　
日
義

（花
押
）

一
延
宝
年
中

二
惣
堂
法
式
廿
六
ケ
条
之
相
定
有
之
其
内

一
ケ

条

二
公
事
沙
汰

ハ
不
及
申
支
配
役
寺
方

二
相
背
申
間
敷
事

又
同
此
法
式
相
定
享
保
十
三
戊
申
年
有
之
…
…
①

一
延
宝
八
庚
申
年
五
月
八
日
　
厳
有
院
殿
御
他
界
之
節
同
年

七
月
四
日
両
山
廿
二
世
妙
悟
院
日
玄
尊
師
片
瀬
伊
東
之
．両

御
難
所
を
寺
社
御
奉
行
松
平
山
城
守
様

へ
　
日
蓮
大
難
所

二
付
弘
安
年
中
直
弟
共
寺
建
立
致
宗
門

一
ケ
之
本
寺
之
由

御
願
申
上
候
得

ハ
山
城
守
様
ヨ
リ
　
御
老
中

へ
御
申
上
御

聞
済
之
上
則
山
城
守
様
御
家
来
村
井
惣
兵
衛
古
渡
善
太
夫

浅
井
弥
右
衛
門
之
二
人
ヨ
リ
片
瀬
伊
東
へ
召
状
来
ル
片
瀬

ハ
惣
代
本
成
寺
御
諷
経
相
勤
伊
東
モ
仏
眼
寺
儀
相
勤
御

布
施
三
拾
貫
文
拝
領
致
候
事
同
年
八
月
廿
八
日
玄
師

ヨ

リ
龍
口
寺

へ
被
下
置
候
書
状
等
有
之
事
紋
白

ハ
其
節
計
ノ

事
…
…
②

〓
享
保
二
西
十
月
五
日
片
瀬
八
ケ
寺
江
戸
勧
化
致
候
節
鎌
倉

三
ケ
寺
之
不
得
差
図
不
埒

二
付
八
ケ
寺
ヨ
リ
誤
証
文
有
之

事
…
…
③

一
寛
延
元
戊
辰
七
月
紫
袈
裟
掛
ケ
誤
証
文
事
…
…
④

一
宝
暦
四
甲
成
正
月
十
九
日
紋
白
之
事
二
付
八
ケ
寺
右
着
用

致
不
申
候
由
証
文
有
之
…
…
⑤

一
同
六
丙
子
年
正
月
之
証
文

二
宝
暦
三
年
癸
酉
年
惣
堂
祖
師

開
帳
之
節
其
義

二
付
鎌
倉
三
ケ
寺

へ
誤
証
文
八
ケ
寺
印
形

有
之
事
…
…
⑥

一
同
七
丁
丑
年
十

一
月
八
ケ
寺
仲
間

一
統
二
色
衣
着
用
致
度

願
有
之
候
得
共
其
義
不
相
成
向
後
色
衣
着
用
致
間
敷
勿
論

紫
袈
裟
決
而
掛
ケ
申
間
敷
由
証
文
有
之
事
…
…
⑦

右
有
増
其
外
細
き
事
種
々
有
之

一
明
和
元
申
年
ヨ
リ
本
千
部
之
事
尤
八
ケ
寺
並
信
者
構
中
ヨ

リ
之
証
文
数
通
有
之
事
…
…
③

こ
れ
は
比
企
谷
妙
本
寺
の
司
務
職
で
あ
っ
た
本
行
院
の
四
十

一
世

了
解
院
日
義

（寛
政
十

一
年

・
一
七
九
九
年
寂
）
が
、
龍
口
寺
輪

番
八
箇
寺
に
向
け
て
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
冒
頭
に

「八

ケ
寺
の
者
供
、
心
得
違
い
に
自
立

一
本
寺
の
様
に
相
心
得
、
鎌
倉

支
配
三
ケ
寺
へ
対
し
不
届
き
の
義
度
々
こ
れ
有
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
輪
番
八
箇
寺
に
対
し
注
意
を
う
な
が
し
た
、
い
わ
ば
警
告
書

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
延
宝
年
間
か

ら
明
和
年
間
に
わ
た
る
輪
番
八
箇
寺
の
行
状
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
目
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
史
料
を
挙
げ
な

が
ら
考
察
を
試
み
た
い
。
な
お
便
宜
上
、
八
つ
の
条
目
を
①
～
③

と
し
て
項
立
て
す
る
。
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『片
瀬
龍
口
寺
惣
堂
番
八
ケ
寺

一
件
』
の
検
討

①
の
条
目
で
は
、
惣
堂
す
な
わ
ち
龍
口
寺
に
は
延
宝
年
中

（
一

六
七
三
～

一
六
八

一
）
に
制
定
さ
れ
た
二
十
六
ケ
条
か
ら
な
る
法

式
が
存
在
し
、
輪
番
寺
院
は
そ
の
掟
に
従
う
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
特
に
公
儀
か
ら
の
命
令
は
勿
論
の
こ
と
、
「
支
配
の

役
寺
」
（鎌
倉
三
山
）
の
命
令
に
背
か
な
い
旨
が
強
調
さ
れ
て
い

ＺＯ
。②

の
条
日
で
は
、
両
山
二
十
二
世
妙
悟
院
日
玄
が
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
に

「厳
有
院
殿
」
す
な
わ
ち
四
代
将
軍
家
綱

（
一

六
四

一
～

一
六
八
〇
）
の
逝
去
に
際
し
て
、
寺
社
奉
行

へ
片
瀬

・

伊
東
の
霊
跡
寺
院
を

一
本
寺
と
し
て
安
堵
さ
れ
る
よ
う
願
い
出
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
玄
の
願
い
は
聞
き
入
ら

れ
、
片
瀬
の
霊
跡
は
当
番
寺
院
の
本
成
寺
が
惣
代
を
勤
め
、
伊
東

の
霊
跡
は
惣
堂
た
る
仏
現
寺
が
治
め
る
よ
う
通
達
さ
れ
て
い
る
℃

ま
た
そ
の
時
、
幕
府
よ
り
銅
三
十
貫
文

（金
に
換
算
す
る
と
七
両

半
に
な
る
）
を
拝
領
し
、
さ
ら
に
紋
自
の
袈
裟
着
用
を
許
さ
れ
た

よ
う
だ
が
、
こ
の
紋
白
着
用
許
可
は

一
時
的
な
も
の
で
永
代
に
わ

た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
は
強
調
し
て
い
る
。

③
の
条
日
で
は
、
享
保
二
年

（
一
七

一
七
）
輪
番
八
箇
寺
が
江

戸
に
お
い
て
独
自
の
勧
化
を
行
い
、
そ
の
時
、
支
配
寺
で
あ
る
鎌

倉
三
ケ
寺
の
指
図
を
受
け
な
か

っ
た
こ
と
を
責
め
て
い
る
。

④
の
条
目
で
は
、
寛
延
元
年

（
一
七
四
八
）
に
輪
番
八
箇
寺
が

紫
色
の
袈
裟
を
着
用
し
な
い
旨
の
誓
約
書
を
出
し
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
誓
約
書
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
礼
之
事

一
当
六
月
於
　
惣
堂
千
部
発
起
読
誦
之
瑚
紫
色
之
袈
裟
拙
僧

共
着
申
候
処
及
御
咎
御
尤

二
奉
存
候
自
今
己
後
拙
僧
共
紫

色
之
袈
裟
着
シ
申
間
敷
候
為
後
日
如
件

寛
延
元
戊
辰
七
月
　
日
　
　
　
　
片
瀬
本
龍
寺
　
印

廿
七
世
日
輝
　
花
押

同
所
妙
典
寺
　
印

廿
五
世
日
登
　
花
押

比
企
谷御

本
山

こ
こ
で
は
龍
口
寺
が
惣
堂
と
い
う
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
東
仏

現
寺
と
同
様
、
霊
跡
が
惣
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
興
味

深
い
記
述
で
あ
る
。

⑤
の
条
目
も
④
と
同
様
、
紋
白
袈
裟
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
。

⑥
の
条
目
で
は
、
輪
番
八
箇
寺
が
鎌
倉
三
山
の
意
向
に
従
う
旨

を
連
名
に
よ
り
差
し
出
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
八
箇
寺

連
名
の
証
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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一
礼

一
去

ル
宝
暦
三
年
酉
ノ
七
月
竜
日
高
祖
大
士
御
開
帳
相
願
候

之
節
　
御
両
山
之
御
添
簡
相
願
可
申
上
候
所

二
江
戸
表
江

直
願
仕
候
段
不
念
之
至
御
用
捨
成
被
下
置
難
有
奉
存
候
然

上
者
己
後
江
戸
願
之
儀
者
鎌
倉
三
山
江
御
届
ケ
申
上
可
罷

出
候
為
後
日
働
而

一
礼
如
件

宝
暦
六
年
子
ノ
正
月
　
日
　
　
法
源
寺
③
　
勧
行
寺
③

本
蓮
寺
〇
　
本
竜
寺
①

常
立
寺
③
　
東
漸
寺
〇

妙
典
寺
③
　
本
成
寺
⑪

比
企
谷
本
行
院
様

こ
れ
に
よ
る
と
、
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）
の
龍
口
寺
出
開
帳
の

時
、
輪
番
八
箇
寺
は
両
山
の
添
簡
を
持
た
ず
に
寺
社
奉
行

へ
願
い

出
た
が
、
鎌
倉
三
山
の
回
添
え
が
あ

っ
た
た
め
か
事
な
き
を
得
た
。

従

っ
て
今
後
、
江
戸
表

へ
願
い
出
る
時
は
必
ず
鎌
倉
三
山

へ
届
け

出
る
旨
を
八
箇
寺
連
名
で
誓
約
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
霊
跡
寺
院
の
行
う
出
開
帳
に
つ
い
て
は
高
木
豊
氏
が

「出
開
帳
寺
院
の
約
半
数
が
祖
師
伝
に
関
連
す
る
霊
跡
由
緒
寺
院

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
開
帳
は
祖
師
伝
の
あ
る
程
度
の
普
及

の
上
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
開
帳
が
祖
師
伝
を

参
詣
者
に
教
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
北
村
行
遠
氏
は

「
龍
口
寺
の
よ
う
に
、

は
じ
め
の
う
ち
出
開
帳
を
行
い
、
江
戸
市
民
の
中
に
こ
れ
ら
の
寺

院
の
開
帳
が
浸
透
し
、
江
戸
市
民
の
地
方
寺
社

へ
の
参
詣
が
盛
ん

に
な
る
と
居
開
帳
に
切
り
替
え
る
寺
院
も
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い

Ｚつ
。さ

て
文
政
五
年

（
一
八
三
二
）
龍
口
寺
は
江
戸
深
川
浄
心
寺
に

お
い
て
出
開
帳
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
開
帳
願
い
が
残
さ

れ
て
い
る
。

（中
略
）
竜
口
祖
師
堂
及
大
破
候
故
難
叶
自
力
依
之
江
戸
表

二
而
開
帳
仕
其
以
助
成
修
復
仕
度
奉
存
候
故
去
年

ヨ
リ
八
ケ

寺
相
談
仕
候
得
共
江
戸
講
中
熟
談
不
仕

二
付
此
度
拙
寺
出
府

仕
段
立
入
種
々
相
談
仕
候
而
漸
熟
談

二
相
成
右

二
付
宝
暦
二

開
帳
之
節
本
国
寺
役
寺
三
寺
江
相
願
候
段
控
書

二
御
座
候
故

任
先
例
三
寺
江
相
願
其
上
大
久
保
様

へ
御
差
出
之
願
書
差
上

候
所
御
役
寺

ヨ
リ
仰
付
被
成
候
者
八
ケ
寺
之
諸
役
寺
江
相
届

申
様
御
申
被
成
候
故
江
戸
諸
役
方
相
廻
り
申
候
鎌
倉
御
役
寺

江
届
ケ
延
引

二
相
成
候
段
失
敬
之
至

二
奉
存
候
へ
共

（中
略
）

跡
先

二
相
成
候
段
右
之
訳
合
候

ヘ
ハ
何
卒
御
免
成
被
下
来
三

月
十

一
日
よ
り
開
帳
仕
度
奉
存
候
間
此
段
御
聞
済
成
被
下
候

様
奉
願
候
　
恐
怪
謹
言

五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
片
瀬
村
　
本
蓮
寺
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妙
本
寺
　
御
役
僧
中
　
止員
下

こ
れ
は
輪
番
八
箇
寺
の

一
つ
本
蓮
寺
が
鎌
倉
三
山
の

一
つ
妙
本
寺

に
提
出
し
た
開
帳
願
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
当
時
、
当
番
で

あ

っ
た
本
蓮
寺
は
開
帳
を
行
う
に
際
し
、
ま
ず
輪
番
八
箇
寺
の
中

で
相
談
し
、
出
府
す
る
や
い
な
や
江
戸
の
講
中
を
訪
ね
、
そ
の
上

で
先
例
に
従

っ
て
自
門
流
の
本
寺
で
あ
る
京
都
本
田
寺
の
役
寺
三

寺

（江
戸
触
頭
）
に
願
い
出
て
い
る
。
役
寺
は
、
寺
社
奉
行
に
そ

の
旨
を
申
請
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
龍
口
寺
輪
番
八
箇
寺

そ
れ
ぞ
れ
の
本
寺
の
役
寺

へ
も
届
け
出
を
せ
よ
と
本
蓮
寺
に
申
し

付
け
、
そ
れ
を
受
け
た
本
蓮
寺
は
江
戸
中
の
各
門
流
役
寺
を
訪
ね

回
り
奔
走
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
り
妙
本
寺

へ
の
届

け
出
が
送
れ
た
こ
と
を
謝
罪
し
、
本
蓮
寺
は
開
帳
の
手
筈
を
取
り

付
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
龍
口
寺
の
よ
う
な

輪
番
制
度
を
持

つ
霊
跡
寺
院
が
出
開
帳
を
行
お
う
と
す
る
と
、
か

な
り
面
倒
な
手
続
き
を
要
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
政
五
年

の
開
帳
を
例
に
と
る
と
、
①
輪
番
寺
院
同
士
の
相
談
／
②
各
輪
番

寺
院
が
所
属
す
る
門
流
の
触
頭
寺
院

へ
の
届
け
出
／
③
地
元
鎌
倉

の
支
配
寺
院

へ
の
届
け
出
／
と
、
す
な
く
と
も
通
常
の
開
帳
手
続

き
よ
り
も
多
く
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
。
尚
、
文
政
五
年
の

開
帳
の
成
果
な
の
か
、
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
天
保
三
年

（
一
八
三

二
）
に
龍
口
寺
の
伽
藍
再
建
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑦
は
色
衣
着
用
に
関
わ
る
八
箇
寺
の
証
文
に
つ
い
て
の
条
目
で

あ
る
。
そ
の
証
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。３

一
礼
之
事

一
今
般
仲
間

一
同
色
衣
之
義
御
願
申
上
候
所
御
承
引
無
之
段

御
尤
至
極

二
奉
存
候
此
己
後
色
衣

一
切
着
用
仕
間
敷
候
勿

論
紫
袈
裟
着
用
之
義
者
勿
論

一
同
着
用
仕
候

ハ
ヽ
如
何
様

二
茂
御
罪
被
仰
付
候
共
御
恨
申
上
間
敷
候
為
後
日
働
而
如

件宝
暦
七
年
丑
ノ
十

一
月
　
日
腰
越
村
　
妙
典
寺
③

本
竜
寺
③

智
光
院

（花
押
）

比
企
谷
　
御
当
番

こ
れ
に
よ
れ
ば
八
箇
寺
は

一
同
に
色
衣
着
用
の
許
可
を
鎌
倉
支
配

寺
院
に
願
い
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
願
い
は
却
下
さ

れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
後
は

一
切
、
色
衣
な
ら
び
に
紫
袈
裟
は
着

用
し
な
い
と
い
う
証
文
ま
で
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
も
し
色
衣

を
着
用
し
た
の
な
ら
、
い
か
な
る
罪
を
仰
付
け
ら
れ
て
も
恨
み
を

申
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
あ
た
り
、
鎌
倉
支
配
寺
院
の
威
力
の
大

き
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。

③
は
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
の
龍
口
寺
千
部
会
に
関
す
る
八
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箇
寺

の
証
文
に
つ
い
て
の
条
目
で
あ
る
。
そ
の
証
文
は
以
下
の
如

（
‐６
）

く
で
あ
る
。

一
礼

一
龍
口
寺
千
部
之
儀
祖
師
堂
及
大
破
候
処
毎
年
所
々
千
部
勧

化
仕
候
而
者
祖
師
堂
為
修
復
之

二
茂
相
成
不
申
候
故
八
ケ

寺
相
談
之
上
明
酉
年
千
部
之
儀
者
相
休
候
様
二
決
談
仕
候

依
之
張
札
井
二
月
次
説
法
之
湖
も
此
旨
披
露
仕
候
然
処
今

般
願
主
香
川
村
武
右
衛
門
当
所
三
ケ
村
信
者
等
達
而
千
部

相
勤
候
様
二
願
候
得
共
張
札
披
露
仕
候
故
相
成
不
申
候
由

申
聞
候
得
共
亦
候
此
度
願
主
武
右
衛
門
所
々
信
者
御
両
山

江
奉
御
願
候
二
付
龍
ノ
ロ
八
ケ
寺
井
右
願
主
講
中
双
方
被

遊
御
吟
味
候
上
二
而
被
為
対
決
　
仰
付
候
旨
依
之
信
者
方

ヨ
リ
乱
橋
妙
潮
寺
御
頼
申
上
祖
師
堂
御
為
ニ
モ
相
成
候
様

二
取
持
之
儀
御
願
申
上
候
而
明
西
之
年
千
部
相
勤
候
様
八

ケ
寺
信
者
熟
談
仕
候
様
二
相
願
申
候
二
付
然
上
者
当
申
年

ヨ
リ
今
年
之
通
飯
米
明
酉
ノ
ニ
月

二
龍
ノ
ロ
迄
相
送
可
申

由

二
御
座
候
同
金
子
三
拾
両
信
者
方
ヨ
リ
ニ
月
中
二
請
取

可
申
筈
二
御
座
候
残
而
不
足
金
之
儀
千
部
相
済
惣
勘
定
之

瑚
差
出
筈
二
仕
候
尤
千
部
中
散
物
之
儀
者
毎
日
信
者
井

ニ

八
ケ
寺
之
内
行
司
立
合
之
上
吟
味
仕
候
旨
八
ケ
寺
へ
相
願

祖
師
堂
修
復
料
二
可
仕
候
千
部
中
取
賄
之
儀
者
今
年
之
千

部
之
通
諸
寺
八
ケ
寺

二
而
可
仕
候
右
之
通
り
取
扱
八
ケ
寺

井
講
中
連
印
差
上
候
旨
相
違
無
御
座
候
　
働
而

一
礼
如
件

明
和
元
年
申
十

一
月
　
日

本
蓮
寺
③

常
立
寺
③

本
龍
寺
③

勧
行
寺
⑪

香
川
村
願
主
　
武
右
衛
門
①

引
地
村
　
　
　
エハ
左
衛
門
⑪

片
瀬
村
　
　
　
彦
兵
衛
　
⑪

腰
越
村
　
　
　
半
兵
衛
　
③

妙
本
寺
御
当
番
様

鎌
倉
　
本
覚
寺
様

松
葉
谷
妙
法
寺
様

こ
れ
に
よ
る
と
、
龍
口
寺
で
は
祖
師
堂
の
大
破
以
来
毎
年
千
部
会

を
催
し
て
き
た
が
、
祖
師
堂
修
復
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
明
和
三

年

（
一
七
六
五
）
の
千
部
会
中
止
を
、
張
札
と
月
次
説
法
の
席
に

て
発
表
し
た
。
し
か
し
香
川
村
武
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
信
者

達
は
千
部
会
開
催
の
願
い
強
く
、
両
山
へ
願
い
出
た
。
両
山
の
命

に
よ
り
八
箇
寺

・
信
者
講
中
は
討
議
し
、
な
お
か
つ
信
者
達
が
近

隣
の
乱
橋
村
妙
潮
寺

（比
企
谷
妙
本
寺
末
）
へ
仲
介
を
頼
み
、
そ

本
成
寺
⑪

法
源
寺
〇

東
漸
寺
⑪

妙
典
寺
⑪

四
谷
村
　
太
郎
右
衛
門
①

津
　
村
　
治
左
衛
門
　
Θ

乱
橋
村
　
妙
潮
寺
　
　
⑪
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の
結
果
、
明
和
二
年
の
千
部
会
は
例
年
通
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
入
り
用
の
米
な
ら
び
に
金
三
十
両
を
、
信
者

達
が
来
年
の
二
月
ま
で
に
龍
口
寺
に
届
け
、
千
部
会
開
催
中
の
散

物

（賽
銭
の
こ
と
）
に
つ
い
て
は
毎
日
、
信
者
と
八
箇
寺
内
行
司

の
立
会
い
の
上
吟
味
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
千
部

会

に
よ

っ
て
得
た
収
益
を
祖
師
堂
修
復
に
充
て
る
旨
を
八
箇
寺

・

信
者
講
中
連
名
で
署
名
し
て
い
る
。
宛
先
は
鎌
倉
支
配
三
山
で
あ

る
。
こ
の
証
文
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
千
部
会
な
ど
の
行
事
は
輪

番
八
箇
寺
の
采
配
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
時
に
は
信
者
講
中

の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
ま
た
千
部
会
開
催

の
目
的
は
祖
師
堂
修
復
に
あ
り
、
か
な
り
大
掛
か
り
な
興
行
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
に
信
者
講
中
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
鎌
倉
支
配
三
山
は
こ
う
い
っ
た
時
の
監
視
役
と
し
て

機
能
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

以
上
、
比
企
谷
本
行
院
に
よ
る
龍
口
寺
輪
番
八
箇
寺

へ
の
八
か

条

の
詰
間
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
特
に
目
立

つ
も

の
は
、
紋
白
袈
裟
や
色
衣
の
着
用
に
関
わ
る
規
則
で
あ
る
。
輪
番

寺
院
が
こ
の
よ
う
な
格
式
を
持

つ
こ
と
を
、
鎌
倉
支
配
寺
院
は
断

固
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
か

っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た

江
戸
で
の
出
開
帳
や
千
部
会
な
ど
の
興
行
の
際
に
も
鎌
倉
支
配
寺

院
は
、
厳
し
く
輪
番
八
箇
寺
を
監
視
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
支

配
寺
院
の
行
動
は
、
輪
番
八
箇
寺
に
独
自
の
権
限
と
寺
格
を
持
た

せ
ま
い
と
す
る
意
思
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
輪
番
八
箇
寺
の
上
に
支
配
三
箇
寺
が
置
か
れ
た
の
は
、

①
の
条
目
に
あ
る
よ
う
に
延
宝
年
中

（
一
六
七
三
～

一
六
八

一
）

に
惣
堂
法
式
二
十
六
ケ
条
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
中
に

「支
配
役
寺

二
相
背
申
間
敷
候
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
近
世
初
頭
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
形
成
は
霊
跡
の
支
配
権
を
輪
番

寺
院
も
し
く
は
特
定
門
流
に
独
占
さ
せ
ま
い
と
す
る
門
流
同
士
の

せ
め
ぎ
あ
い
の
結
果
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

四
、
小
　
結

こ
れ
ま
で
、
近
世
に
お
け
る
霊
跡
守
護
の
形
態
と
し
て
、
龍
口

寺
を
と
り
ま
く
輪
番
八
箇
寺
と
そ
の
管
理
者
た
る
鎌
倉
支
配
三
箇

寺
の
動
き
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
同
じ
霊
跡
で
あ
る

伊
東
と
の
共
通
性
が
多
々
見
い
出
せ
る
。
宗
祖
法
難
の
地
と
し
て
、

そ
の
土
地
自
体
が
宗
門
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
霊

跡
は
、
長
い
問
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
人
々
よ
り
崇
拝
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
近
世
初
頭
の
頃
よ
り
伽
藍
と
し
て
の

規
模
を
整
え
始
め
、
近
隣
に
既
に
存
在
し
て
い
た
幾
つ
か
の
寺
院

が
輪
番
に
よ
り
守
護
す
る
と
い
う
形
態
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
伊
東
も
片
瀬
も
各
門
流
に
所
属
す
る
八
つ
の
寺
院
に
よ
り
輪

一∂θ一



番
守
護
さ
れ
て
い
た
点
は
非
常
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
場
合

に
よ

っ
て
は
幕
府
権
力
に
頼
り
、
霊
跡
を

一
本
寺
と
し
て
安
堵
さ

れ
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
た
点
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
推
測

に
す
ぎ
な
い
が
、
霊
跡
は
そ
の
性
質
上
、
寺
院
と
し
て
独
立
し
た

時
期
が
遅
く
、
従

っ
て
近
世
以
降
の
寺
請
け
制
度
か
ら
は
外
れ
、

経
済
的
基
盤
に
乏
し
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
場
合
、

本
寺
並

の
権
威
を
望
も
う
と
す
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
霊
跡
は
そ
の
性
質
上
、
宗
門
全
体
の
聖
地

で
あ
り
、
特
定
の
門
流
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
考

え
か
ら
、
霊
跡
を

一
本
寺
た
ら
し
め
ん
と
す
る
動
き
が
生
じ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、

近
世
当
時
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
霊
跡
寺
院
の
位
置
付
け
を
知
る
上

で
何
ら
か
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

註
（１
）
拙
稿

「伊
豆
国
伊
東
地
方
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
展
開
―
霊
跡
守

護
の
形
態
に
つ
い
て
―
」
翁
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
五
号

所
収
）
参
照

（２
）
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
五
巻
五

一
頁

（３
）
中
尾
尭
氏
編

『中
山
法
華
経
寺
史
料
』

一
七
四
頁

（４
）
『藤
沢
市
史
』

一
巻
六
八
六
頁

（５
）
『鎌
倉
市
史
』

一
巻
八

一
頁

（６
）
妙
法
寺
が
近
世
以
降
の
鎌
倉
に
お
い
て
触
頭
と
し
て
そ
の
地
位
を

高
め
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
北
村
行
遠
氏
著

『近
世
開
帳
の

研
究
』
（名
著
出
版
）
に
詳
し
い
。

（７
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
三
四
二
頁

（８
）
徳
川
家
綱
と
日
蓮
宗
と
の
関
わ
り
を
見
て
み
る
と
、
家
綱
の
乳
母

で
あ
る
三
沢
局

（小
堀
遠
州
の
妻

・
法
号
浄
心
院
妙
秀
日
求
尼
）
は

江
戸
深
川
浄
心
寺
の
開
基
で
あ
り
、
浄
心
寺
は
明
暦
三
年

（
一
六
五

七
）
に
家
綱
よ
り
官
許
を
得
て
い
る
。
ま
た
延
宝
八
年

（
王
ハ
八
〇
）

の
家
綱
葬
儀
の
際
に
は
、
小
湊
誕
生
寺

・
碑
文
谷
法
華
寺

・
谷
中
感

応
寺
の
悲
田
派
寺
院
が
江
戸
寛
永
寺
に
お
け
る
諷
経
に
列
席
し
布
施

を
受
け
た
と

『
不
受
不
施
旧
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（９
）
史
料
中
に
は

「仏
眼
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
伊
東
仏
現
寺
と
見

て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
同
寺
は
古
来
よ
り
惣
堂
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、

延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
当
時
に
は
既
に
仏
現
寺
の
名
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（１０
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
三
〇
二
頁

（１１
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
三
〇
五
頁

（‐２
）
高
木
豊
氏

「
日
蓮
宗
の
開
帳
と
縁
起
」
翁
大
崎
学
報
』

一
一
三

・

一
一
四
合
併
号
所
収
）

（‐３
）
北
村
行
遠
氏
前
掲
書
四
三
頁

（‐４
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
五

一
九
頁

（‐５
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
三
〇
五
頁

（‐６
）
『大
田
区
史
資
料
編
』
寺
社
２
三

一
〇
頁

―∂イー
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